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令和８年度「阿蘇くまもと空港アクセス鉄道」広報業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 本要領は、令和８年度「阿蘇くまもと空港アクセス鉄道」広報業務委託の委託候補者を

公募型プロポーザル方式により選定するための手続きについて、必要な事項を定めるもの

である。 

 

１ 業務の目的  

   本県では現在、阿蘇くまもと空港へのアクセス改善のため、肥後大津駅からの分岐・延

伸による空港アクセス鉄道を整備することとしており、令和８年度には、鉄道事業許可に

向け事業主体となる第三セクターの設立を予定しているなど、事業化に向けた検討を進め

ている。 

開業は令和１６年度末を目標としているが、それまでの間、空港アクセス鉄道の整備に

ついて沿線住民の理解を得るとともに、県外企業や観光客に対して利便性を広く周知し、

開業後のビジネスや観光における利用促進を図るための広報活動を行うものである。 

  

２ 業務内容 

   別紙「令和８年度「阿蘇くまもと空港アクセス鉄道」広報業務委託仕様書（以下「仕様

書」という。）」のとおり  

  

３ 契約期間 

契約締結の日から令和９年(２０２７年)３月３１日（水）まで  

  

４ 委託料の上限  

６，０００千円（消費税及び地方消費税額を含む）を上限とする。 

なお、提示額は提案にあたっての目安（上限）となる額であり、契約額は別途設定する

予定価格の範囲内で決定することとなるため、提示額とは必ずしも一致しない。 

  

５ 参加資格要件 

  次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 

  （１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号の規定

に該当しない者であること。 

（２）次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始

の申立てを行った者又は申立てをなされた者にあっては、裁判所から当該申立て

に係る更生計画認可の決定を受けている者。 

イ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開始

の申立てを行った者又は申立てをなされた者にあっては、裁判所から当該申立て

に係る再生計画認可の決定を受けている者。 

ウ 国または地方公共団体による指名停止処分の期間中である者。 

（３）消費税及び地方消費税並びに都道府県税において未納がないこと。 

（４）宗教活動や政治活動を活動目的としていないこと。 
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（５）熊本県暴力団排除条例（平成２２年熊本県条例第５２号）第２条第２号に規定す

る暴力団員及び同条第４号に規定する暴力団密接関係者に該当しない者であること。 

   

６ 選定方法  

企画提案による公募型プロポーザル方式とする。応募書類とプレゼンテーションによる

審査を行い、最も優れた提案を行った者を委託候補者として選定する。 

  

７ 質問書 

  本プロポーザルに参加を希望する者からの質問を次のとおり受け付ける。 

  なお、質問は提出書類の記載方法及び仕様書の内容等に関するものに限る。 

（１）提出書類 

質問書（様式２） 

（２）提出方法 

質問書を、本文書末尾記載の電子メールアドレス宛てに電子メールにて提出すること。 

なお、電話又は口頭のみでの質問は受け付けない。 

（３）提出期限 

   令和８年(２０２６年)７月１３日（月）１７時 

（４）質問への回答 

質問に対する回答は、電子メールで行う。なお、回答内容は、必要に応じて熊本県の

ホームページに掲載する場合がある。その際、質問者名は公表しない。  

 

８ 参加申込み 

（１）提出書類 

ア 参加申込書（様式１）１部 

イ 会社概要（会社概要の分かるパンフレット等）１部 

ウ 登記事項証明書 １部 

  法務局が提出日の３か月以内に発行した現在事項証明書の原本に限る。 

エ 直近一事業年度分の貸借対照表及び損益計算書の写し １部 

オ 納税証明書（原本、３か月以内に発行されたもの）１部 

（ア）消費税及び地方消費税に未納がないことの証明書 

（イ）県税に未納がないことの証明書 

熊本県内に本店又は支店等がある場合は、各広域本部、各地域振興局、県自動車 

税事務所のいずれかで発行する「熊本県税（全般）について未納税額はありませ

ん。」の証明書。 

熊本県内に本店又は支店等がない場合は、本店所在地の都道府県が発行する都道

府県税に未納がないという証明書。東京都等「都道府県税に未納がない」という証

明書が発行されない場合は、法人都民税及び法人事業税・地方法人特別税について

の直近の事業年度分の納税証明書。 

  カ 委任状 １部 

    本店の代表者から支店、営業所等の代表者への契約行為の権限を委任する場合に限

る。様式は任意とする。 

※ 令和８年度（２０２６年度）熊本県の入札参加資格を有している者は、上記ウから 

カまでの書類を省略することができる。 
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（２）提出先  

     本文書末尾記載の提出先 

（３）提出期限 

令和８年(２０２６年)７月２１日（火）１７時必着  

     ※持参又は郵送とし、郵送の場合は期限までに必着すること。 

 

９ 企画提案書の提出 

プロポーザルの参加申込者は、企画提案書とその他の必要書類（以下、「企画提案書等」

という。）を提出すること。  

（１）提出書類 

ア 企画提案書表紙 (様式３) 

イ 企画提案書（任意様式（原則Ａ４、縦横不問）） 

ウ 参考見積書・経費内訳書（任意様式） 

エ 事業者の取組に関する申出書（様式４） 

  ※必要な書類を添付すること。 

  ※「10 審査の実施」記載の「⑺事業者の取組」に該当がない場合は提出不要。 

（２）企画提案内容 

 仕様書及び「６ 選定方法」を踏まえた上で、阿蘇くまもと空港アクセス鉄道の広報

に関する企画内容を記載した企画提案書を作成すること。 

ア 実施内容 

広報動画制作については、絵コンテやシナリオ等、具体的な映像をイメージできる

ものを提出すること。 

 広報活動については、媒体、内容や広報スケジュールなど、具体的に実施のイメー

ジができるものを提出すること。 

イ 全体スケジュール 

 打合せ、企画、編集、校正、納品等のスケジュールを示すこと。 

ウ 実施体制 

    責任者、分野別のスタッフ、県との窓口役などの体制（人数等）を示すこと。 

エ 類似業務の実績 

 概ね直近３年間の類似業務の受託実績のうち、代表的なものを示すこと。 

（３）提出先  

本文書末尾記載の提出先 

（４）提出部数 

正本１部とその写し５部 計６部 

※企画提案書はクリップ留めすること（ファイリング不要）。 

（５）提出期限  

令和８年(２０２６年)７月２８日（火）１７時必着  

※持参又は郵送とし、郵送の場合は期限までに必着すること。  

  

10 審査の実施 

（１）プレゼンテーション日時及び場所 

日時：令和８年(２０２６年)７月３１日（金） 

場所：熊本県庁内会議室 
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内容：提出された企画提案書等を使用し、内容の説明（２０分以内を予定）及び質疑

応答を行う。 

※詳細については、後日個別に連絡する。 

（２）審査項目と選定方法 

企画提案及び参加者からのプレゼンテーション内容について、以下の審査項目に基づ

く審査を行い、最も評価が高かった者を委託候補者として選定する。なお、企画を採用

するうえで必要な基準点は、全ての審査員の評点について６０点とする。 

企画提案参加者が１者の場合は、全ての審査員が評点を６０点以上と評価した場合に

当該参加者を委託候補者とする。  

 

【審査基準】 

項目 審査の視点・ポイント 配点 

(1)業務目的及び 

内容の理解 

・提案内容は、仕様書の目的を理解したものとなっているか 

・業務目的及び内容に関する理解・知識が十分にあるか 
５ 

(2)広報動画 

制作 

・空港アクセス鉄道に関する情報（概要やメリット等）を分かりやすく

発信できているか 

・オリジナリティがあり、周知に効果的なコンセプトとなっているか 

・視聴者の見やすさを考慮した構成になっているか 

３０ 

(3)広報活動 

・ターゲットに適した空港アクセス鉄道の周知に効果的な媒体、広報

展開となっているか 

・提案者のノウハウや知識・経験を生かした創意工夫がみられるか 

３０ 

(4)追加提案 
・本事業の事業効果を高める有効な追加提案があるか 

・提案者のノウハウや知識・経験を生かした創意工夫がみられるか 
１５ 

(5)実施体制・ 

計画 

・本業務を実施することができる業務実施体制であるか 

・スケジュールは無理がなく、円滑に業務が実施できるものになって

いるか 

１０ 

(6)実績・見積額 

・業務実績が十分であり、高い業務遂行能力及び確実な業務実施が

見込まれるか 

・提示された見積額は、提案内容に対して適切なものであり、経費内

訳は適正か 

１０ 

(7)事業者の取組 

 (公告日現在) 

・熊本県ブライト企業の認定を受けているか １ 

・障がい者就労施設等からの物品及び役務の調達実績（当該年度

又は前年度）があるか 
１ 

・省エネルギー、エネルギーシフト等を推進するため、申出書記載の

取組を１以上実施しているか。 
１ 

・熊本県渋滞対策パートナー登録制度に登録しているか １ 

・熊本県 SDGｓ登録制度またはパートナーシップ構築宣言に登録して 

 いるか 
１ 

合 計 １０５ 

 

（３）審査結果の通知 

   審査の結果は、採用、不採用にかかわらず、後日書面で通知する。 
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11 スケジュール 

募集開始         令和８年(２０２６年) ７月 ６日（月） 

質問書提出期限                  ７月１３日（月）１７時必着 

参加申込書提出期限               ７月２１日（火）１７時必着 

企画提案書提出期限                ７月２８日（火）１７時必着 

プレゼンテーション               ７月３１日（金） 

審査結果通知                     ８月 ３日（月）以降 

 

12 契約  

（１）委託候補者と企画提案書に基づき協議を行い、協議が整った場合に、委託上限金額の

範囲内で契約を締結する。なお、契約に際しては、仕様書、企画提案書等の内容を一部

変更する場合もある。また、当該候補者として選定された者と協議が整わない場合は、

次点の提案者として評価した参加者と協議のうえ、契約を締結する場合がある。 

（２）契約締結に際し、熊本県会計規則第７７条の規定により契約保証金（契約金額の１０

０分の１０以上の金額）を納付すること。なお、納付された契約保証金は、契約の相手

方が契約上の義務を履行したときに還付する。ただし、同規則第７８条に該当する場合

には、契約保証金の納付を免除する。 

  

13 その他の留意事項 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）提出書類等に関する事項 

①参加申込書等及び企画提案書等の作成並びに提出に係る費用は、参加者の負担とする。 

②提出された参加申込書等及び企画提案書等は、添付書類も含め参加者に返却しないも 

 のとする。  

③提出された参加申込書等及び企画提案書等は、参加者に無断で使用しないものとする。 

④参加申込書等及び企画提案書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合、県は、当該 

参加申込書等及び企画提案書等を無効とし、参加資格の取り消し、落札決定の取り消 

し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置を取ることができるものとする。 

⑤参加申込手続きを行った後、都合により企画提案の参加を辞退することになった場合 

は、辞退届（様式５）を提出すること。 

（３）参加者が１者のみであった場合でも、本プロポーザルでの選定は実施する。 

（４）委託候補者の決定後、契約締結までの間に、当該候補者が「５ 参加資格要件」に規

定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとす

る。 

 

 14 提出先・お問合せ先  

   〒８６２－８５７０ 熊本県熊本市中央区水前寺６丁目１８－１ 

熊本県企画振興部交通政策・統計局空港アクセス鉄道整備推進課 

担 当 西原、松本 

電 話 ０９６－３３３－２１６９（直通） 

メール kukoaku@pref.kumamoto.lg.jp 

mailto:kukoaku@pref.kumamoto.lg.jp

